
国
の
百
二
十
年
に
及
ぶ
外
交
関
係
に
お
い
て
靖
康
の
変
以
来
の
転
機
と
な
っ
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
和
議
が
成
立
す
る
ま
で
の
両
国
の
交
渉
は
紆
余

曲
折
を
極
め
た
が
、
な
か
で
も
天
会
十
五
（
宋
紹
興
七
•
一
―
―
二
七
）
年
の
末
か

ら
皇
統
二
年
の
初
め
ま
で
の
わ
ず
か
五
年
ほ
ど
の
間
の
両
国
の
関
係
は
め
ま
ぐ
る

し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
華
北
の
愧
儡
政
権
「
斉
」
の
廃
絶
と
金
へ
の

併
合
、
そ
し
て
旧
斉
の
大
部
分
の
領
土
返
還
を
伴
う
和
議
と
そ
の
崩
壊
、
再
度
の

交
戦
と
和
議
、
と
い
う
一
連
の
経
過
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
の
中
か
ら
国
境
線
の
画

定
、
歳
貢
な
い
し
歳
幣
の
授
受
等
そ
の
後
の
金
宋
関
係
を
め
ぐ
る
基
礎
的
な
枠
組

み
が
構
築
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
間
の
経
緯
は
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
金
宋
関
係
の
枠
組
み
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
め
て
こ
の
一
連

の
事
件
を
眺
め
て
み
る
と
、
不
審
な
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
天

脊
冗
（
宋
紹
興
八
．
―
-
三
八
）
年
の
末
に
結
ば
れ
た
和
議
で
両
国
の
合
意
の
も

と
に
行
わ
れ
た
金
か
ら
宋
へ
の
領
土
割
譲
で
あ
る
。
中
央
集
権
化
政
策
の
一
環
と

皇
統
一
―
（
宋
紹
興
十

は

じ

め

に

(
1
)
 

―
四
一
―
)
年
に
金
宋
間
で
結
ば
れ
た
和
議
が
、
両

西
夏
の
動
向
に
関
連
し
て

こ
ヽ

o

t
し

し
て
愧
儡
政
権
を
廃
止
し
、
華
北
の
直
接
統
治
に
乗
り
出
し
た
は
ず
の
金
朝
政
府

が
、
に
わ
か
に
政
策
を
転
換
し
旧
斉
領
の
大
部
分
を
手
放
し
て
宋
と
和
議
を
結
ん

だ
の
は
ま
だ
し
も
、
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
で
和
議
を
破
棄
し
て
故
地
の
回
復
に
乗
り

出
す
の
で
あ
る
。
如
何
に
も
一
貫
性
を
欠
い
た
動
き
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

皇
統
和
議
に
至
る
金
宋
関
係
の
経
緯
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ

(
2
)
 

り
、
な
か
で
も
外
山
軍
治
氏
は
最
も
詳
細
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
天
春
和

(3) 

議
に
お
け
る
領
土
割
譲
に
つ
い
て
は
張
星
久
氏
や
呉
泰
氏
等
に
専
論
が
あ
る
。
こ

れ
ら
各
氏
の
論
考
で
は
天
春
和
議
の
成
立
と
崩
壊
の
原
因
を
、
金
に
よ
る
宋
軍
熾

滅
を
目
的
と
す
る
謀
略
説
や
黄
河
旧
河
道
以
北
の
金
領
を
確
保
す
る
た
め
の
切
り

捨
て
説
な
ど
を
退
け
て
金
朝
内
部
の
権
力
闘
争
に
求
め
て
い
る
。
だ
が
後
述
す
る

よ
う
に
、
こ
の
説
で
は
真
の
原
因
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
従
来
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
西
夏
と
金
宋
両
国
と
の
関
係
に
注

目
し
て
新
た
な
仮
説
を
提
示
し
、
そ
れ
を
も
と
に
天
春
和
議
と
そ
れ
に
と
も
な
う

領
土
割
譲
を
め
ぐ
る
諸
事
件
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
、
当
時
の
金
宋
関
係
、
ひ
い

て
は
当
時
の
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
史
を
考
察
す
る
た
め
の
新
た
な
視
座
を
提
起
し

金
宋
間
に
お
け
る
天
脊
年
間
の
和
議
に
関
す
る
再
検
討

西

尾

尚

也
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一
、
天
巻
和
議
を
め
ぐ
る
諸
問
題

一
方
の
金
で

天
脊
和
議
に
向
け
た
金
宋
両
国
の
外
交
交
渉
は
天
会
十
五

三
七
）
年
正
月
、
金
の
右
副
元
帥
宗
弼
に
よ
る
南
宋
に
対
す
る
徽
宗
崩
御
の
通
告

(
4
)
 

を
端
緒
と
し
て
始
ま
る
。
こ
の
報
に
金
側
の
和
平
へ
の
意
志
を
読
み
取
っ
た
南
宋

の
高
宗
は
秦
檜
を
枢
密
使
に
起
用
し
て
和
平
交
渉
に
あ
た
ら
せ
た
。

は
祁
州
に
駐
屯
し
て
い
た
宗
室
出
身
の
左
副
元
帥
撻
悧
が
交
渉
を
取
り
仕
切
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
両
者
の
交
渉
の
過
程
で
領
土
割
譲
問
題
が
浮
上
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
宋
側
か
ら
旧
都
で
あ
る
東
京
開
封
府
な
ど
一
二
京
を
包
摂
し
墳
墓
の
地

で
も
あ
る
河
南
の
返
還
を
申
し
入
れ
た
こ
と
を
発
端
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当

時
、
河
南
は
金
の
直
轄
領
で
は
な
く
愧
儡
政
権
で
あ
る
斉
の
領
土
と
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
金
の
華
北
統
治
政
策
や
対
宋
戦
略
の
一
環
と
し
て
建
国
さ
れ
た
斉

は
、
既
に
そ
の
存
在
意
義
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
宋
と
の
和
平
交
渉
の
進
展

と
並
行
す
る
よ
う
に
、
こ
の
年
十
一
月
に
廃
止
、
金
に
併
合
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
領
土
割
譲
問
題
に
お
け
る
障
害
は
除
か
れ
、
和
議
の
条
件
の
中
に
、
金
は
山
東

地
方
を
除
く
旧
斉
領
土
を
宋
に
割
譲
す
る
、
と
い
う
項
目
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
決
定
に
関
し
て
は
、
山
東
を
地
盤
と
す
る
撻
悧
個
人
の
意
向
が
投

(
5
)
 

影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
点
は
特
に
異
論
を
差
し
挟
む
必
要
も

な
い
。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
残
り
の
地
域
、
す
な
わ
ち
宋
側
の
要
求
し
た
河
南

に
加
え
て
な
に
ゆ
え
映
西
の
割
譲
ま
で
も
が
行
わ
れ
た
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
映

西
の
割
譲
を
提
議
し
た
の
は
金
側
な
の
で
あ
る
。
だ
が
不
思
議
な
こ
と
に
当
時
の

金
側
に
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
宋
に
譲
歩
す
る
理
由
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
後
に
撻
悧
ら
が
粛
清
さ
れ
る
際
、
宋
の
力
を
背
景
と
し
て
帝
位
の
奪

（
宋
紹
興
七

取
を
企
ん
で
い
る
、
と
い
う
真
偽
の
定
か
で
な
い
口
実
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
事
実
だ
と
し
て
も
過
度
の
譲
歩
を
み
せ
た
理
由
を
説
明
す
る

に
は
不
充
分
で
あ
る
。

金
側
の
史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
領
土
割
譲
を
伴
う
和
議
の
決
定
に
は
、
和
議
を

推
進
す
る
撻
瀬
や
太
宗
の
長
子
宗
磐
、
太
祖
の
子
の
宗
続
及
び
太
宗
系
の
宗
室
諸

王
と
、
和
議
そ
の
も
の
に
は
賛
成
だ
が
割
譲
に
は
反
対
す
る
太
祖
の
庶
長
子
宗
幹

を
始
め
と
す
る
多
く
の
廷
臣
達
と
が
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
結
局
は
撻
憬

ら
の
主
張
が
反
対
意
見
を
押
し
切
り
、
こ
れ
ら
の
領
土
の
割
譲
が
決
定
さ
れ
た
。

一
三
八
）
年
の
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ

天
脊
エ
（
宋
紹
興
八
•
一

る
。
た
だ
後
述
す
る
よ
う
に
一
年
後
、
撻
瀬
ら
領
土
割
譲
を
推
進
し
た
面
々
が
誅

殺
さ
れ
た
経
緯
を
見
る
限
り
、
こ
の
時
の
両
派
の
勢
力
は
拮
抗
し
て
お
り
、
沐
京

に
駐
屯
し
て
金
側
の
割
譲
作
業
責
任
者
と
な
っ
た
太
祖
第
四
子
の
宗
弼
す
ら
反
対

の
立
場
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
反
対
派
が
ど
う
し
て
も
割
譲
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
領
土
割
譲
の
実
施
に
至
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
阻
止
す
る
こ
と

は
充
分
に
可
能
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
金
宋
和
議
は
成
立

し
、
河
南
及
び
映
西
の
割
譲
も
滞
り
な
く
実
行
に
移
さ
れ
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
反

対
派
も
最
終
的
に
は
賛
成
せ
ざ
る
を
え
な
い
何
ら
か
の
別
な
原
因
が
存
在
し
た
証

左
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
領
土
割
譲
の
実
行
さ
れ
た
真
の
原
因
と
な
ろ
う
。
金
朝

内
部
に
お
け
る
権
力
闘
争
が
、
天
脊
和
議
成
立
そ
し
て
宋
へ
の
領
土
割
譲
に
至
る

原
因
の
一
端
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
決
し
て
主
因
で
は
あ
り
え

と
も
あ
れ
金
は
宋
の
要
求
し
た
領
土
割
譲
と
徽
宗
の
梓
宮
お
よ
び
高
宗
の
生
母

阜
氏
の
送
還
と
い
う
条
件
を
受
諾
す
る
代
わ
り
に
、
宋
に
対
し
金
の
冊
封
を
受
け

て
臣
礼
を
執
ら
せ
、
歳
貢
を
支
払
う
と
い
う
宋
に
と
っ
て
は
屈
辱
的
な
条
件
を
受

な
い
の
で
あ
る
。
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て
い
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

諾
さ
せ
、
天
春
元
（
宋
紹
興
八
•
一

（
『
金
史
』
巻
四
・
煕
宗
本
紀
）

―
―
―
―
八
）
年
十
二
月
に
和
議
は
成
立
し
た
。

領
土
の
割
譲
に
つ
い
て
は
翌
年
三
月
に
実
行
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
徽
宗
の
梓
宮
と

訊
氏
の
引
き
渡
し
準
備
も
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
和
議
の
各
項
が
順
調
に
履
行
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
同
年
六
月
、
金
の

政
権
中
枢
に
異
変
が
起
こ
る
。

（
天
脊
二
年
）
六
月
…
…
。
辛
亥
、
呉
十
謀
反
、
伏
誅
°

（
『
金
史
」
巻
四
・
熙
宗
本
紀
）

こ
の
呉
十
な
る
人
物
の
供
述
に
よ
り
金
の
政
権
中
枢
は
大
き
な
衝
撃
を
蒙
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
『
金
史
』
本
紀
の
記
述
に
よ
り
、
そ
の
経
緯
を
追
っ

（
天
脊
―
一
年
）
七
月
辛
巳
、
宋
国
王
宗
磐
・
克
国
王
宗
郷
謀
反
、
伏
誅
。
丙

戌
、
以
右
副
冗
帥
宗
弼
為
都
元
帥
、
進
封
越
国
王
。
丁
亥
、
以
誅
宗
磐
等
、

詔
中
外
。
己
丑
、
以
左
副
元
帥
撻
瀬
為
行
台
左
丞
相
…
…
。
甲
午
、
咸
州
詳

穏
祈
王
量
、
坐
与
宗
磐
謀
反
、
伏
誅
。
辛
丑
、
以
太
態
•
領
三
省
事
宗
幹
為

太
師
、
領
三
省
如
故
、
進
封
梁
宋
国
王
。
八
月
辛
亥
、
行
台
左
丞
相
撻
悧
•

翼
王
鵜
悧
及
活
腐
胡
土
・
撻
憬
子
斡
帯
•
烏
達
補
謀
反
、
伏
誅
。
九
月
戊
寅

朔
、
降
封
太
宗
諸
子
。

以
上
の
史
料
に
見
ら
れ
る
と
お
り
撻
薗
や
宗
磐
ら
宋
と
の
和
議
を
推
進
し
領
土
の

割
譲
を
主
導
し
た
面
々
が
一
掃
さ
れ
、
代
わ
っ
て
宗
幹
・
宗
弼
ら
太
祖
諸
子
を
中

心
と
す
る
諸
王
が
政
権
の
中
枢
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
宗
幹
は
太
師
・
領
三
省
事

と
し
て
内
政
の
最
高
責
任
者
と
な
り
、
宗
弼
は
都
元
帥
と
し
て
軍
の
最
高
権
力
を

握
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件
を
契
機
に
金
の
対
外
政
策
は
一
変
し
、
翌
天
脊

三
（
宋
紹
興
十
．
―
-
四
0
)
年
五
月
丙
子
、
金
帝
熙
宗
が
満
を
持
し
て
南
伐
の

し‘

゜

二
、
西
夏
に
お
け
る
情
勢
の
変
化

(
6
)
 

詔
を
出
す
や
金
軍
は
直
ち
に
南
下
を
開
始
、
割
譲
地
域
の
奪
還
に
乗
り
出
し
た
。

こ
う
し
て
天
脊
和
議
は
完
全
に
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。

以
後
の
金
宋
間
の
攻
防
や
皇
統
和
議
に
至
る
経
緯
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

の
で
本
稿
で
は
ふ
れ
ず
、
先
に
示
し
た
疑
問
点
、

つ
ま
り
金
は
何
ゆ
え
宋
に
対
し

領
土
割
譲
と
い
う
過
度
の
譲
歩
を
し
て
ま
で
和
議
を
結
ん
だ
の
か
、
と
い
う
点
と

も
密
接
に
関
わ
る
も
う
―
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

宋
に
対
し
過
度
と
も
思
え
る
譲
歩
を
し
て
ま
で
結
ん
だ
和
議
を
、
何
ゆ
え
わ
ず
か

一
年
足
ら
ず
の
間
に
破
棄
し
て
再
び
宋
と
の
開
戦
に
踏
み
切
っ
た
の
か
、
で
あ

る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
も
換
言
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
撻
悧
・
宗
磐
ら

の
排
除
が
、
領
土
割
譲
履
行
後
の
天
脊
二
年
七
月
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

は
な
ぜ
か
、

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
決
す
る
に
あ
た
り
、
ひ
と
ま
ず
当

事
者
で
あ
る
金
宋
両
国
か
ら
視
点
を
転
じ
隣
国
で
あ
る
西
夏
に
注
目
し
て
み
た

金
で
政
変
が
勃
発
し
天
脊
和
議
が
崩
壊
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
丁
度
同
じ
時

期
、
金
宋
両
国
に
隣
接
す
る
西
夏
に
お
い
て
も
国
内
を
揺
る
が
す
出
来
事
が
起
こ

っ
て
い
る
。
国
王
李
乾
順
の
死
去
で
あ
る
。

崇
宗
李
乾
順
が
死
去
し
た
の
は
天
脊
一
一
（
宋
紹
興
九
•
一
―
―
二
九
）
年
六
月
四

(
7
)
 

日
、
享
年
五
十
七
で
あ
っ
た
。
西
夏
が
、
金
の
興
起
と
遼
の
滅
亡
、
さ
ら
に
宋
の

南
渡
と
い
う
激
動
の
二
十
年
間
を
乗
り
切
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
後
述
す
る
よ
う
に

国
際
情
勢
を
利
用
し
て
領
土
拡
大
政
策
を
推
進
し
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
あ
げ
た

の
に
は
、
国
王
た
る
李
乾
順
の
政
治
的
手
腕
に
よ
る
も
の
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
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間
違
い
な
い
。
彼
の
存
在
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
西
夏
は
建
国
以
来
最
大
の
領
域

を
実
現
で
き
た
の
で
あ
る
。

彼
の
後
を
継
い
で
王
位
に
つ
い
た
の
は
長
子
の
仁
宗
李
仁
孝
で
あ
る
。
即
位
当

時
、
わ
ず
か
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
一
般
に
若
年
の
王
を
戴
く
と
国
内
が
不
安
定
化

す
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
西
夏
の
場
合
も
そ
の
例
外
で
は
な

く
、
そ
れ
は
叛
乱
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
実
化
し
た
。

夏
四
月
、
夏
州
統
軍
李
合
達
、
拠
城
叛
。

合
達
、
本
諧
姓
、
為
遼
国
撻
馬
、
罵
成
安
公
主
至
夏
。
有
ロ
オ
、
饒
勇
長
騎

射
、
乾
順
留
之
、
始
授
文
思
使
、
転
右
侍
禁
。
嘗
従
征
討
有
労
、
陸
副
都

統
、
賜
国
姓
。
…
…
経
乾
順
臣
金
、
上
書
切
諫
、
不
聴
。
及
公
主
卒
、
益
快

快
不
自
適
。
聞
耶
律
大
石
在
西
域
、
遣
間
使
訪
之
、
不
得
要
領
而
返
。
是
時

因
仁
孝
新
立
、
自
侍
宿
将
有
功
謀
作
乱
。
…
…
合
達
尽
散
家
財
、
給
軍
士
、

拠
州
城
叛
、
遣
兵
四
出
傲
擾
。

（
『
西
夏
書
事
』
巻
三
五
・
紹
興
十
年
四
月
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
新
王
即
位
よ
り
一
年
も
経
た
な
い
天
春
一
―
-
（
紹
興
十
•
一
―
四

0
)
年
四
月
、
契
丹
人
の
李
合
達
が
西
夏
国
内
の
契
丹
系
勢
力
を
糾
合
し
て
夏
州

に
拠
り
、
反
旗
を
翻
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
『
西
夏
書
事
』
の
記
述
に
従
っ
て

経
過
を
み
て
い
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

六
月
、
合
達
囲
西
平
府
。

秋
七
月
、
合
達
分
兵
陥
塩
州
。

八
月
、
静
州
統
軍
任
得
敬
、
請
兵
討
夏
州
。

冬
十
月
、
任
得
敬
復
夏
州
。

進
攻
塩
州
、
撃
篇
合
達
、
大
破
之
、
合
達
走
死
。

十
二
月
、
以
任
得
敬
為
翔
慶
軍
都
統
軍
、
封
西
平
公
。

（
『
西
夏
書
事
』
巻
三
万
）

合
達
の
軍
は
六
月
に
は
西
平
府
を
囲
み
、
七
月
に
は
別
軍
が
塩
州
を
陥
れ
る
な

ど
、
一
時
か
な
り
の
強
勢
を
誇
っ
た
。
し
か
し
八
月
に
入
る
と
静
州
統
軍
の
任
得

(
8
)
 

敬
が
討
伐
に
乗
り
出
し
、
に
わ
か
に
形
勢
は
逆
転
す
る
。
任
得
敬
は
十
月
に
夏

州
を
回
復
、
さ
ら
に
塩
州
で
合
達
の
軍
を
破
っ
て
叛
乱
の
鎮
圧
に
成
功
し
た
。
こ

の
よ
う
に
叛
乱
自
体
は
勃
発
か
ら
半
年
ほ
ど
で
鎮
圧
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
よ
り

後
、
僅
か
な
例
外
を
除
い
て
西
夏
の
対
外
的
な
軍
事
行
動
は
影
を
潜
め
る
こ
と
に

な
る
。
金
と
の
関
係
に
し
て
も
皇
統
元
（
―
-
四
一
）
年
正
月
に
は
権
場
の
設
置

(9) 

が
認
め
ら
れ
て
両
国
の
間
で
定
期
的
な
交
易
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
安
定
し

た
関
係
が
築
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
従
来
の
拡
大
政
策
か
ら

の
転
換
が
、
新
王
即
位
と
叛
乱
勃
発
を
き
っ
か
け
に
な
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な

ヽ
4
0で

は
こ
れ
が
果
た
し
て
隣
接
す
る
金
宋
両
国
に
よ
る
天
脊
和
議
、
特
に
領
土
割

譲
の
問
題
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

=
-
、
天
脊
和
議
の
新
解
釈

先
に
述
べ
た
西
夏
国
内
に
お
け
る
情
勢
の
変
化
と
金
に
お
け
る
政
変
、
さ
ら
に

戦
争
再
開
に
至
る
経
過
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
と
非
常
に
興
味
深
い
関
連
が
浮
か

び
上
が
る
。
ま
ず
西
夏
国
王
李
乾
順
の
死
去
と
新
王
李
仁
孝
の
即
位
が
あ
っ
た
の

(10) 

は
天
春
二
（
宋
紹
興
九
．
―
-
三
九
）
年
六
月
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
金
に
お

い
て
は
一
連
の
政
変
の
引
き
金
と
な
っ
た
呉
十
の
謀
反
伏
誅
が
六
月
辛
亥
（
三

日
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
宗
磐
・
宗
鵠
．
撻
瀬
ら
が
次
々

と
誅
殺
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
西
夏
で
李
合
達
の
叛
乱
が
起
こ
っ
た
の
が
翌
天
脊
三
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（
宋
紹
興
十
．
―
-
四
0
)
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
、
金
が
宋
と
の
戦
争
再
開
に

踏
み
切
っ
た
の
が
五
月
丙
子
（
三
日
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
夏
に
お
け
る
情

勢
の
変
化
と
金
に
お
け
る
そ
れ
と
が
お
お
よ
そ
一
ヶ
月
の
間
を
置
い
て
対
応
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
相
互
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
合
理
的
に
解
釈
す
れ

ば
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
立
て
ら
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
老
練
な
西
夏
王
李
乾
順
の
死
と
若
年
の
新
王
の
即
位
に
よ
り
西
夏
の

軍
事
的
脅
威
が
減
じ
た
と
判
断
し
た
金
の
割
譲
反
対
派
は
、
割
譲
推
進
派
を
一
掃

す
る
政
変
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
叛
乱
勃
発
に
よ
り
西
夏
に
対
外
的
な
軍
事
行
動
を

起
こ
す
余
裕
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
見
極
め
た
上
で
、
金
は
宋
と
の
戦
争
に
突
入

し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
推
論
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
先
の
領
土
割
譲
決
定
に
つ
い
て
も
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
と
な
ろ
う
。

つ
ま
り
宋
と
の
和
議
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
金
の
朝
廷
に
お
い
て
河
南
•
映
西

の
割
譲
が
提
議
さ
れ
た
際
、
割
譲
反
対
派
が
最
終
的
に
割
譲
に
同
意
し
た
の
は
、

映
西
を
領
有
し
続
け
る
こ
と
に
よ
り
南
方
か
ら
宋
、
北
方
か
ら
西
夏
、
と
腹
背
に

脅
威
を
受
け
続
け
る
よ
り
は
、
宋
に
割
譲
す
る
こ
と
に
よ
り
西
夏
と
宋
を
対
立
関

係
に
追
い
込
み
、
両
国
に
対
す
る
金
の
立
場
を
相
対
的
に
強
化
す
る
方
が
賢
明
、

と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
宋
側
が
河
南
の
割

譲
を
求
め
た
こ
と
に
対
し
、
金
が
併
せ
て
映
西
の
割
譲
を
も
提
案
し
実
行
し
た
こ

(11) 

と
の
説
明
と
も
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
従
来
で
は
、
西
夏
は
遼
の
滅
亡
直
前
に
は
金
に
対
し
て
臣
属

し
、
そ
の
後
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
を
う
け
る
十
三
世
紀
初
め
ま
で
長
く
友
好
関
係
が

継
続
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
仮
説
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
こ
で
金
の
建
国
期

ま
で
遡
り
、
天
脊
和
議
の
崩
壊
に
至
る
ま
で
の
西
夏
と
金
・
宋
と
の
関
係
に
つ
い

て
詳
細
に
検
証
し
て
み
た
い
。

西
夏
は
古
く
よ
り
宋
・
遼
の
間
に
あ
っ
て
複
雑
な
外
交
関
係
を
巧
み
な
駆
け
引

き
で
乗
り
切
っ
て
き
た
。
特
に
遼
に
対
し
て
は
臣
礼
を
と
り
、
あ
る
い
は
公
主
の

降
嫁
を
う
け
る
な
ど
、
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
。
宋
と
の
関
係
に
お
い
て
遼

(12) 

の
存
在
が
後
ろ
盾
と
し
て
大
き
か
っ
た
こ
と
は
固
知
の
事
実
で
あ
る
。
宋
の
元
祐

元
（
遼
大
安
一
―

・1
0
八
六
）
年
に
わ
ず
か
四
歳
で
即
位
し
、
元
符
二
（
遼
寿
昌

五
•

1
0
九
九
）
年
に
弱
冠
十
七
歳
で
親
政
を
開
始
し
た
崇
宗
李
乾
順
も
ま
た
再

(13) 

三
に
わ
た
り
公
主
の
降
嫁
を
請
う
た
。
こ
れ
に
対
し
て
遼
も
乾
統
五
（
宋
崇
寧
四

.―

1
0
五
）
年
三
月
に
族
女
南
仙
を
成
安
公
主
に
封
じ
て
李
乾
順
に
降
嫁
さ

(14) 
せ
、
遼
夏
関
係
は
い
よ
い
よ
密
接
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
関
係
上
、
天
輔

六
（
宋
宣
和
四
・
遼
保
大
二
•
一
―
二
二
）
年
、
西
夏
は
天
詐
帝
救
援
を
名
目
に

将
軍
李
良
輔
の
率
い
る
三
万
の
兵
を
派
遣
し
、
金
に
対
し
て
明
確
に
敵
対
の
意
を

表
し
た
。
と
こ
ろ
が
婁
室
、
斡
魯
に
率
い
ら
れ
た
金
軍
に
よ
っ
て
天
徳
軍
境
に
大

(15) 

敗
を
喫
し
て
し
ま
う
。
金
軍
を
恐
れ
た
西
夏
は
以
後
、
遼
に
対
し
援
軍
を
派
遣
し

よ
う
と
は
せ
ず
、
代
わ
り
に
天
詐
帝
を
領
内
に
迎
え
入
れ
る
べ
く
、
雲
内
ま
で
逃

れ
て
き
て
い
た
天
詐
帝
の
も
と
に
使
者
を
派
遣
し
た
。
こ
の
提
案
に
対
し
天
詐
帝

(16) 

は
李
乾
順
を
西
夏
皇
帝
に
封
じ
、
重
ね
て
援
軍
派
遣
を
要
請
し
た
。
こ
の
よ
う
な

天
詐
帝
の
勢
力
と
西
夏
の
接
近
を
恐
れ
た
金
の
将
軍
に
し
て
太
祖
第
二
子
で
あ
る

宗
望
は
、宗

望
至
陰
山
、
以
便
宜
与
夏
国
議
和
、
其
書
曰
、
奉
詔
有
之
、
夏
王
、
遼
之

自
出
、
不
漁
終
始
、
危
難
相
救
。
今
翠
已
挙
遼
国
、
若
能
如
事
遼
之
日
以
効

職
貢
、
当
聴
其
来
母
致
疑
式
。
若
遼
主
至
彼
、
可
令
執
送
。

四
、
西
夏
の
金
へ
の
服
属
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五
、
金
宋
戦
争
と
金
夏
関
係

（
『
金
史
』
巻
一
三
四
•
西
夏
伝
）

と
西
夏
に
圧
力
を
か
け
る
。
そ
の
結
果
、

天
会
―
一
年
、
始
奉
誓
表
、
以
事
遼
之
礼
称
藩
、
請
受
割
賜
之
地
。
宗
翰
承

制
、
割
下
塞
以
北
・
陰
山
以
南
・
乙
室
耶
刹
部
吐
禄
渫
之
西
、
以
賜
之
。

（
『
金
史
』
巻
一
三
四
•
西
夏
伝
）

と
あ
る
よ
う
に
天
会
二
（
―
-
―
-
四
）
年
、
西
夏
は
金
に
対
し
藩
と
称
し
て
臣
礼

を
と
り
、
金
は
見
返
り
と
し
て
旧
遼
領
の
一
部
を
割
譲
し
、
こ
こ
に
金
と
西
夏
と

の
和
議
が
成
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
逃
げ
場
を
失
っ
た
天
詐
帝
は
翌
天
会
一
二
年
ニ

月
、
金
軍
に
捕
え
ら
れ
遼
は
名
実
と
も
に
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
後
、
両
国
の
関
係
は
金
末
の
貞
祐
年
間
(
―
ニ
―
―
―
―
ー
一
七
）
ま
で
約
九
十

年
間
に
わ
た
り
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
間
一
貰
し
て
両
国
の
友
好
関
係
は
保

た
れ
た
か
に
み
え
る
。
だ
が
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

天
会
一
―
-
（
一
―
二
五
）
年
二
月
に
遼
を
滅
ぼ
し
た
金
で
あ
る
が
、
そ
の
年
の
十

月
に
太
宗
は
伐
宋
の
詔
を
発
し
、
平
州
か
ら
進
発
し
た
東
路
軍
と
大
同
か
ら
進
発

し
た
西
路
軍
の
両
軍
を
主
軸
に
進
入
を
開
始
し
た
。
こ
れ
と
呼
応
し
て
西
夏
も
軍

を
宋
の
領
内
に
進
め
た
。
こ
れ
は
金
と
西
夏
の
間
で
事
前
に
結
ば
れ
た
盟
約
に
よ

る
行
動
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
金
は
宋
領
で
あ
る
映
西
の
経
略
が
済
み
次
第
、
北

部
を
西
夏
に
割
譲
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
盟
約
に
基
づ
き
西
路
軍
の
総

帥
で
あ
る
宗
室
出
身
の
有
力
者
、
左
副
元
帥
の
宗
翰
が
河
東
の
宋
軍
を
牽
制
す
る

(17) 

目
的
で
西
夏
軍
に
麟
州
へ
の
侵
攻
を
要
請
し
、
西
夏
も
こ
れ
に
応
え
て
出
兵
し
た

の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
遼
滅
亡
後
の
金
夏
両
国
の
友
好
関
係
を
象
徴
す
る
か
の
よ

は
間
違
い
な
い
。

金
人
執
其
使
。

戦
後
に
も

う
な
場
面
だ
が
、
そ
の
後
の
状
況
を
見
る
と
実
質
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。

是
時
、
夏
人
已
受
盟
、
遼
主
已
獲
、
耶
律
大
石
自
立
、
而
夏
国
与
婁
室
書
、

責
諸
帥
棄
盟
、
軍
入
其
境
、
多
掠
取
者
。
希
甲
上
其
書
、
且
奏
曰
、
聞
、
夏

使
人
約
大
石
、
取
山
西
諸
郡
、
以
臣
観
之
、
夏
盟
不
可
信
也
。
上
曰
、
夏
事

酌
宜
行
之
。
軍
入
其
境
、
不
知
侶
与
否
也
。
大
石
合
謀
、
不
可
不
察
、
其
厳

備
之
。

（
『
金
史
』
巻
七
三
・
完
顔
希
甲
伝
）

こ
れ
は
遼
の
滅
亡
後
、
金
宋
戦
争
勃
発
以
前
の
天
会
一
―
-
（
宣
和
七
•
一

(18) 

五
）
年
八
月
に
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
金
側
が
遼
の
滅
亡
後

も
西
夏
と
西
遼
と
の
通
交
を
疑
っ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
対
宋
開

（
靖
康
元
・
―
―
―
一
六
年
三
月
）
…
…
金
貴
人
冗
室

(II
完
顔
希
弔
）
以
数

万
騎
、
陽
為
出
猟
、
掩
至
天
徳
、
逼
遂
夏
人
、
悉
奪
有
其
地
。
夏
人
請
和
、

（
『
宋
史
』
巻
四
八
六
•
夏
国
伝
下
）

と
あ
る
よ
う
に
、
領
土
を
め
ぐ
る
両
国
間
の
紛
争
を
伝
え
る
記
事
が
散
見
さ
れ

る
。
こ
れ
は
も
と
遼
の
領
土
で
、
そ
の
滅
亡
後
、
一
度
は
西
夏
に
割
譲
さ
れ
て
い

た
天
徳
•
雲
内
を
、
金
側
が
実
力
で
奪
い
返
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
り
、
『
西
夏

(19) 

紀
』
で
は
金
と
西
夏
が
「
於
是
絶
好
」
と
ま
で
述
べ
る
。
こ
れ
は
一
時
的
な
断
交

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
初
の
金
夏
関
係
は
と
か
く
円
滑

を
欠
き
、
両
者
の
間
に
信
頼
関
係
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
な
か
っ
た
こ
と

さ
ら
に
金
夏
の
衝
突
は
宋
領
内
で
も
起
こ
っ
て
い
る
。

及
婁
室
定
映
西
、
婆
慮
火
率
兵
、
先
取
威
戎
城
。
軍
至
威
戎
東
与
敵
遇
、
撃
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退。 走
之
、
生
致
二
人
、
問
之
、
乃
知
為
夏
将
李
遇
取
威
戎
也
、
乃
還
其
人
、
而

与
李
遇
通
問
。
李
遇
軍
威
戎
西
、
蒲
察
軍
威
戎
東
、
而
使
使
議
事
干
婁
室
。

婁
室
報
日
、
元
帥
府
約
束
、
若
兵
近
夏
境
、
則
与
夏
人
相
為
椅
角
、
母
相
侵

犯
。
李
遇
使
人
来
日
、
夏
国
既
以
天
徳
•
雲
内
帰
大
国
、
大
国
許
我
映
西
北

祁
之
地
、
是
以
至
此
。
蒲
察
等
遂
旋
軍
。
容
宗
既
定
映
西
、
元
帥
府
不
欲
以

映
西
北
郡
与
夏
国
。
詔
日
、
卿
等
審
処
所
宜
従
事
。

夏
五
月
、
取
威
戎
軍
。

（
『
金
史
』
巻
―
―
二
四
•
西
夏
伝
）

乾
順
遣
将
軍
李
遇
兵
、
取
威
戎
城
、
金
将
婆
慮
火
先
取
之
、
軍
子
城
東
、
遇

前
鋒
将
与
戦
、
不
利
。
遇
至
、
軍
城
北
、
遣
書
婁
室
日
、
夏
国
以
天
徳
•
雲

内
帰
大
国
、
大
国
許
我
映
酉
北
部
之
地
、
是
以
至
此
。
婁
室
命
婆
慮
火
撤
兵

こ
れ
ら
の
二
つ
の
記
事
は
靖
康
の
変
直
後
の
天
会
五
（
一

（
『
西
夏
書
事
』
巻
三
四
•
靖
康
二
年
五
月
条
）

(20) 

―
二
七
）
年
五
月
に
、

威
戎
城
を
舞
台
に
し
て
起
こ
っ
た
事
件
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
双
方
の
史
料
で

内
容
に
微
妙
な
食
い
違
い
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
事
実
が
浮
か
び

上
が
る
。
ま
ず
、
金
夏
両
国
の
間
で
先
述
し
た
天
徳
•
雲
内
を
金
領
と
す
る
代
わ

り
に
、
新
た
に
映
西
の
北
辺
を
西
夏
の
領
士
と
し
て
割
譲
す
る
取
り
決
め
が
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
、
次
に
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
夏
間
で
軍
事
衝
突
が
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
戦
闘
自
体
は
偶
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で

も
取
り
決
め
が
金
軍
の
末
端
ま
で
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、

も
と
よ
り
遵
守
す
る
気
が
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
金
軍
の
態
度
は
、
以
下
に
挙
げ
る
史
料
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
よ

う
に
、
金
の
将
帥
が
西
夏
の
動
向
に
対
し
常
に
警
戒
の
目
を
光
ら
せ
て
い
た
こ
と

る。

宗
翰
会
宗
輔
伐
康
王
、
命
婁
室
・
蒲
察
専
事
映
西
、
以
婆
慮
火
•
縄
果
監

戦
。
縄
果
等
遇
敵
於
蒲
城
及
同
州
、
皆
破
之
。
婁
室
・
蒲
察
克
丹
州
、
破
臨

箕
、
進
克
延
安
府
、
遂
降
緩
徳
軍
及
静
辺
・
懐
遠
等
城
秦
十
六
、
復
破
青
澗

城
。
宋
安
撫
使
折
可
求
以
麟
・
府
・
豊
三
州
及
堡
秦
九
、
降
子
婁
室
。
晋
寧

所
部
九
塞
皆
降
、
而
晋
寧
軍
久
不
下
、
婁
室
欲
去
之
、
賽
里
不
可
日
、
此
与

夏
隣
、
且
生
他
変
。

（
『
金
史
」
巻
七
ニ
・
婁
室
伝
）

こ
れ
は
先
の
事
件
か
ら
二
年
近
く
経
っ
た
天
会
七
（
宋
建
炎
一
―
―
.
―
―
二
九
）
年

(21) 

二
月
の
状
況
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
映
西
方
面
の
計
略
を
担
当
し
て
い
た
婁
室
や

そ
の
幕
僚
た
ち
が
、
依
然
と
し
て
西
夏
の
動
向
を
警
戒
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ

ま
た
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

太
宗
下
詔
伐
康
王
。
河
北
諸
将
欲
罷
映
西
兵
、
併
力
南
伐
。
河
東
諸
将
不
可

日
、
映
西
与
西
夏
為
隣
、
事
重
体
大
、
兵
不
可
罷
。
宗
翰
日
、
初
与
夏
約
央

攻
宋
人
、
而
夏
人
弗
応
。
而
耶
律
大
石
在
西
北
、
交
通
西
夏
。
吾
舎
映
西
、

而
会
師
河
北
、
彼
必
謂
我
有
急
難
。
河
北
不
足
虞
、
宜
先
事
映
西
、
略
定
五

路
、
既
弱
西
夏
、
然
後
取
宋
。
宗
翰
蓋
有
意
子
夏
人
也
。

こ
の
記
事
は
天
会
六
（
宋
建
炎
ニ
・
一

が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

（
『
金
史
」
巻
七
四
・
宗
翰
伝
）

―
二
八
）
年
前
後
、
裔
宗
の
討
伐
軍
を
派

遣
す
る
に
際
し
て
行
わ
れ
た
議
論
の
顧
末
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
靖

康
の
変
当
時
の
東
路
軍
の
流
れ
を
く
む
河
北
の
諸
将
と
、
宗
翰
の
率
い
た
西
路
軍

の
後
身
で
あ
る
河
東
の
諸
将
と
の
対
立
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
の
多
い
史
料
で
あ
る
が
、
金
夏
関
係
の
史
料
と
し
て
見
て
も
興
味
深
い
指
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金
は
天
会
五
（
宋
建
炎
元
・
一
―
二
七
）
年
に
始
ま
っ
た
華
北
経
略
に
よ
り
、

河
北
は
も
と
よ
り
河
南
•
山
東
に
ま
で
及
ぶ
広
大
な
領
域
を
占
領
下
に
お
い
た

が
、
華
北
北
部
を
元
帥
府
が
直
接
統
治
し
た
以
外
は
愧
儡
の
漠
人
政
権
に
統
治
を

(22) 

委
ね
た
。
す
な
わ
ち
劉
豫
の
斉
国
で
あ
る
。
天
会
八
（
宋
建
炎
四
•
一

年
九
月
に
建
国
さ
れ
た
当
初
の
斉
の
領
域
は
、
当
時
金
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
山
東

と
河
南
に
限
ら
れ
た
。
だ
が
建
国
直
後
に
金
軍
は
富
平
で
宋
軍
に
対
す
る
決
定
的

な
勝
利
を
収
め
た
た
め
、
そ
の
後
の
映
西
経
略
は
順
調
に
進
展
し
、
翌
年
十
一
月

に
は
映
西
の
大
部
分
も
斉
領
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
こ
に
映
西
に
お
い
て
西
夏
と
斉

が
境
を
接
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
西
夏
の
動
向
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と

六
、
斉
の
成
立
と
金
夏
関
係

な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

る。 摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
河
東
の
諸
将
が
西
夏
の
脅
威
を
述
べ
る
の
は
、

河
北
の
諸
将
に
対
す
る
対
抗
上
、
多
分
に
誇
張
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
宗

翰
の
言
に
よ
れ
ば
、
西
夏
は
当
初
、
対
宋
戦
へ
の
協
力
に
は
消
極
的
だ
っ
た
こ
と

に
な
り
、
前
述
の
西
遼
と
の
関
わ
り
を
も
含
め
、
西
夏
を
仮
想
敵
国
と
位
置
づ
け

て
い
た
と
考
え
て
も
、
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時

の
金
軍
の
実
力
者
で
あ
る
宗
翰
の
西
夏
観
が
如
実
に
表
れ
た
興
味
深
い
史
料
で
あ

こ
の
よ
う
に
遼
の
滅
亡
か
ら
対
宋
戦
が
開
始
さ
れ
た
当
初
に
か
け
て
の
金
夏
両

国
の
関
係
は
さ
ほ
ど
緊
密
で
は
な
か
っ
た
。
戦
争
協
力
が
な
さ
れ
る
一
方
で
武
力

衝
突
も
起
こ
る
な
ど
、
む
し
ろ
互
い
に
警
戒
の
目
で
も
っ
て
眺
め
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
華
北
に
金
の
愧
儡
で
あ
る
斉
が
建
国
さ
れ
、
新
た

―――
1
0
)
 

そ
も
そ
も
斉
の
領
土
は
、
靖
康
の
変
直
後
に
張
邦
昌
を
皇
帝
の
座
に
据
え
て
建

て
ら
れ
た
楚
の
領
域
に
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
た
。
特
に
楚
の
建
国
時
に
お
け
る
映

西
方
面
に
つ
い
て
西
夏
と
の
領
土
分
割
を
め
ぐ
っ
て
次
の
通
り
明
文
化
さ
れ
て
い

東
自
麟
府
路
洛
陽
溝
、
東
底
黄
河
西
岸
、
西
歴
暖
泉
堡
、
鄭
延
路
米
脂
谷
・

大
谷
•
米
谷
•
開
光
堡
・
臨
夏
城
・
聖
塔
谷
・
威
戎
城
・
万
安
川
・
珍
光
塞

．
慮
関
川
・
杏
子
堡
．
鶉
偶
谷
·
万
全
塞
•
木
場
ロ
・
累
勝
秦
・
環
慶
路
威

辺
塞
•
委
川
堡
・
定
辺
軍
・
賀
家
原
•
阿
原
堡
•
木
瓜
堡
•
九
星
原
・
通
帰

堡
·
定
戎
堡
．
臥
山
豪
•
興
平
城
・
巣
秦
谷
・
曙
鶏
嶺
秦
•
秦
市
川
・
委
布

谷
ロ
・
涅
原
路
威
川
塞
·
賀
羅
川
・
賀
羅
ロ
・
板
井
ロ
・
通
関
堡
•
古
癖
関

•
秋
山
堡
．
緩
戎
堡
•
秋
獲
川
口
中
路
堡
•
秋
環
川
堡
•
西
安
州
・
山
前
堡

•
水
泉
堡
・
定
戎
塞
•
乱
山
子
・
北
谷
川
・
秦
鳳
路
通
懐
堡
・
打
乗
川
・
征

原
堡
•
古
会
州
。
自
北
直
抵
黄
河
、
依
見
今
流
行
、
分
熙
河
路
尽
西
辺
、
以

限
楚
夏
之
封
。

先
述
し
た
西
夏
へ
の
映
西
北
辺
の
割
譲
は
こ
の
取
り
決
め
に
拠
っ
て
お
り
、
西
夏

軍
の
映
西
侵
攻
も
一
応
は
こ
こ
に
示
さ
れ
た
領
域
の
確
保
を
名
目
と
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
威
戎
城
を
め
ぐ
る
金
夏
両
軍
の
衝
突
に
し
て
も
、
国
境
線
上
の
軍
事

拠
点
の
帰
属
を
争
う
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
西
夏
は
、
こ
の
領
土
割
譲
で
満
足
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
斉

へ
の
映
西
割
譲
が
行
わ
れ
た
翌
年
正
月
に
西
夏
が
金
に
派
遣
し
た
賀
正
且
使
は
、

よ
う
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
と
も
あ
ろ
う
に
既
に
斉
領
に
編
入
さ
れ
た
環
州
及
び
慶
州
を
西
夏
へ
割
譲
す
る

一
見
唐
突
に
み
え
る
西
夏
の
要
求
だ
が
、
こ
れ
に
は

る。 に
な
る
。

(23) 

（
『
大
金
弔
伐
録
』
輿
楚
計
会
映
西
地
書
）
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金
に
降
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

先
に
も
触
れ
た
通
り
天
会
八
（
宋
建
炎
四
•
一
―
―
―1
0
)年
九
月
、
富
平
の
戦

い
で
宋
軍
は
金
に
大
敗
を
喫
し
た
の
だ
が
、
翌
月
こ
の
敗
戦
の
直
接
の
原
因
を
つ

く
っ
た
環
慶
路
経
略
使
の
趙
哲
が
責
任
を
問
わ
れ
、
こ
の
方
面
で
の
全
権
を
南
宋

政
府
よ
り
負
託
さ
れ
て
い
た
張
浚
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
た
。
こ
の
処
置
に
趙
哲
の
部

(24) 

下
で
あ
る
環
慶
路
統
制
の
慕
泊
は
身
の
危
険
を
感
じ
た
の
か
、
は
た
ま
た
宋
に
見

(25) 

切
り
を
つ
け
た
の
か
、
環
•
慶
の
二
州
を
も
っ
て
西
夏
に
降
っ
た
の
で
あ
る
。
慕

泊
は
在
地
の
豪
族
で
あ
っ
た
ら
し
く
西
夏
へ
帰
属
し
た
後
も
引
き
続
き
当
地
に
留

一
年
後
の
天
会
九
（
宋
紹
興
元
．
―
-
三
一
）
年

十
月
、
金
軍
が
こ
の
方
面
に
迫
り
、
慶
州
が
陥
落
す
る
と
今
度
は
環
州
を
も
っ
て

一
月
後
に
環
州
と
慶
州
は
そ
の
ま
ま
斉
の
領
土
に
組
み

込
ま
れ
、
慕
泊
も
斉
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
先
の
西
夏
使
節
の
領
土
割
譲
要

求
は
、
こ
う
し
た
経
緯
を
前
提
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
無
論
受
け
入
れ
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

先
の
取
り
決
め
で
西
夏
領
と
さ
れ
た
の
は
環
州
・
慶
州
の
北
辺
部
分
だ
け
で
あ

る
か
ら
、
二
州
の
北
辺
部
分
の
み
で
あ
れ
ば
金
も
西
夏
の
要
求
に
応
じ
る
べ
き
で

あ
り
、
西
夏
側
も
北
辺
部
分
の
み
の
割
譲
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
正
当
性
は

疑
う
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
両
国
と
も
が
二
州
全
域
の
領
有
を
望
ん
だ
と
い
う
こ

と
は
、
双
方
と
も
取
り
決
め
を
遵
守
す
る
気
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
特
に
西

夏
に
と
っ
て
そ
れ
は
領
土
拡
大
の
足
枷
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。

こ
う
な
る
と
西
夏
が
友
邦
で
あ
る
は
ず
の
斉
に
対
し
て
軍
事
行
動
を
と
る
こ
と

も
何
の
不
思
議
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
西
夏
は
行
動
を
起
こ
し
た
。

斉
国
建
、
痙
原
路
経
略
使
張
中
学
、
挙
（
寵
）
迪
権
知
懐
徳
軍
、
兼
沿
辺
安

撫
使
。
夏
人
合
軍
五
万
、
薄
懐
徳
城
、
迪
開
門
待
之
、
夏
人
不
敢
入
。
因
以

以
下
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。

西
夏
と
宋
と
は
西
夏
の
建
国
以
来
、
和
戦
を
繰
り
返
す
不
安
定
な
関
係
で
あ
っ

し、

゜
秋
八
月
、
攻
偽
斉
懐
徳
軍
、
不
克
。

靖
康
中
、
夏
兵
破
懐
徳
、
設
兵
戌
之
。
及
金
人
以
映
西
地
界
劉
豫
、
命
夏
国

割
懐
徳
与
之
。
乾
順
心
快
快
。
時
豫
寇
伊
陽
、
知
其
無
備
、
以
五
万
衆
攻

之
。
知
軍
事
瀧
迪
開
門
以
待
、
夏
兵
疑
不
敢
入
。
迪
以
数
千
騎
分
門
突
出
、

夏
衆
驚
潰
、
失
軍
資
牛
羊
甚
賂
。

（
宋
紹
興
三
．
―
-
三
三
）
年
に
敢
行
さ
れ
た
西
夏
の
軍
事

行
動
の
顧
末
を
記
録
し
た
史
料
で
あ
る
。
懐
徳
軍
は
『
西
夏
書
事
』
の
記
事
に
も

見
え
る
通
り
、
靖
康
元
（
金
天
会
四
•
一
―
二
六
）
年
十
一
月
に
西
夏
に
よ
っ
て

占
領
さ
れ
た
が
、
後
に
斉
の
領
土
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
処
置
に
不

満
を
抱
い
て
い
た
西
夏
側
は
、
斉
が
河
南
方
面
に
軍
を
集
中
し
て
い
る
隙
に
奪
還

を
狙
っ
た
も
の
の
、
守
将
寵
迪
の
釆
配
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
翌

月
に
斉
の
賀
生
日
使
に
よ
っ
て
金
に
報
告
さ
れ
、
西
夏
の
賀
生
日
使
は
こ
の
行
動

を
責
め
る
詔
を
受
け
取
る
羽
目
に
な
る
。

こ
う
し
て
金
夏
関
係
は
斉
を
挟
ん
で
徐
々
に
冷
や
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

（
『
西
夏
書
事
」
巻
三
四
・
紹
興
三
年
八
月
条
）

七
、
斉
の
成
立
と
夏
宋
関
係

こ
こ
で
視
点
を
西
夏
と
宋
と
の
関
係
に
転
じ
て
時
代
を
遡
っ
て
眺
め
て
お
き
た

こ
れ
ら
は
天
会
十

（
『
金
史
』
巻
九
一
・
寵
迪
伝
）

数
千
騎
、
分
門
突
出
、
遂
破
之
、
斬
首
五
百
級
、
獲
軍
資
羊
馬
甚
衆
。

-42-



た
。
特
に
元
豊
四

(
1
0
八
一
）
年
、
宋
が
西
夏
の
内
乱
に
乗
じ
て
出
兵
し
て
以

後
は
、
ほ
ぼ
恒
常
的
な
交
戦
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
崇
宗
李
乾
順
が
即
位
し
た
宋

の
元
祐
元

(
1
0
八
六
）
年
以
後
も
毎
年
の
よ
う
に
両
国
間
で
戦
闘
が
頻
発
し
て

お
り
、
金
の
建
国
以
後
も
そ
の
状
況
は
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の
宋
と
西
夏
の

関
係
を
物
語
る
興
味
深
い
史
料
が
、
宋
か
ら
金
に
送
ら
れ
た
外
交
文
書
に
残
っ
て

い
る
。

…
…
夏
国
素
務
矯
詐
。
昨
聞
、
嘗
遣
使
金
国
賀
功
、
其
実
力
助
契
丹
。
至
公

行
文
字
、
抵
毀
金
国
甚
切
、
及
勾
集
兵
借
与
契
丹
。
聞
累
与
金
国
接
戦
、
已

占
拠
契
丹
金
晰
州
・
河
清
軍
・
天
徳
軍
・
雲
内
州
。
若
不
討
伐
、
常
作
礎

防
、
必
為
金
国
深
患
。
其
抵
毀
文
字
、
可
付
与
使
人
。

(26) 

（
『
三
朝
北
盟
会
編
』
政
宣
上
峡
九
・
宜
和
四
年
九
月
十
八
日
甲
戌
条
）

…
…
夏
国
素
号
狡
檜
、
唯
務
詐
誕
、
与
昏
主
実
甥
舅
唇
歯
之
国
。
日
近
上

表
、
乞
本
朝
勾
退
北
辺
兵
馬
、
文
字
内
指
言
貴
朝
、
俯
自
云
、
与
昏
主
累
世

姻
親
、
已
詢
訪
得
知
拠
所
、
及
称
奉
昏
主
之
命
、
軍
州
及
土
地
人
民
、
権
令

守
護
招
集
、
無
使
叛
賊
一
向
捕
掠
。
故
夏
国
起
集
援
兵
、
屯
於
境
上
。
井
拠

辺
臣
累
奏
、
夏
国
見
勾
集
重
兵
、
広
備
糧
食
、
借
助
昏
主
、
軍
声
甚
大
、
用

意
非
浅
。
除
已
指
揮
河
東
等
路
整
備
禦
逐
外
、
深
恐
貴
朝
欲
知
其
詳
、
所
有

真
本
文
字
、
今
付
去
人
。

（
『
大
金
弔
伐
録
』
所
収
、
宣
和
五
年
一
二
月
南
宋
回
書
付
白
笥
子
）

こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、
対
遼
戦
争
が
燕
京
攻
防
戦
の
局
面
に
至
っ
た
天
輔
六

（
宋
宣
和
四
・
―
-
＝
=
-
）
年
か
ら
翌
七
年
に
か
け
て
の
時
期
に
出
さ
れ
た
文
書

の
一
節
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
遼
へ
の
援
助
を
続
け
、
金
に
敵
対
的
な
姿
勢
を
と
る

西
夏
に
警
戒
を
怠
ら
な
い
よ
う
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
遼
滅
亡
後

の
外
交
関
係
を
に
ら
ん
だ
布
石
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
近
い
将
来
、
金
と
西
夏
が
同

盟
し
て
宋
に
対
抗
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
狙
い
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の

時
点
で
宋
と
西
夏
の
関
係
が
良
好
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。

そ
の
後
、
金
宋
戦
争
の
勃
発
に
乗
じ
て
西
夏
が
宋
の
映
西
北
辺
へ
侵
略
の
手
を

伸
ば
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
西
夏
軍
の
侵
攻
だ
け
で
も
食
い

止
め
た
い
宋
は
建
炎
年
間
、
し
き
り
に
西
夏
へ
使
節
を
派
遣
し
て
和
議
を
求
め
た

が
、
当
然
な
が
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
斉
の
出
現
に

よ
っ
て
、
宋
夏
両
国
の
関
係
が
に
わ
か
に
変
化
を
見
せ
始
め
る
。

す
な
わ
ち
天
会
十
（
宋
紹
興
二
．
―
-
三
二
）
年
八
月
に
西
夏
の
使
者
が
呉
研

•
関
師
古
の
軍
中
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
年
十
月
に
和
尚
原

で
四
川
侵
入
を
図
っ
た
金
軍
を
撃
退
し
た
呉
玲
が
、
直
後
に
西
夏
に
対
し
独
自
に

書
状
を
送
り
、
金
の
背
後
を
脅
か
す
よ
う
依
頼
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
応
な
の
で

あ
る
が
、
書
状
の
到
来
よ
り
一
年
近
く
経
過
し
て
か
ら
の
反
応
に
は
別
に
意
図
が

あ
っ
た
。
こ
の
年
は
映
西
の
地
が
斉
に
割
譲
さ
れ
た
翌
年
に
あ
た
り
、
西
夏
に
よ

る
環
•
慶
二
州
の
要
求
が
拒
絶
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
悪
化
し
つ
つ
あ
っ

た
金
と
の
関
係
を
に
ら
み
な
が
ら
、
宋
と
も
関
係
を
保
っ
て
お
こ
う
と
い
う
意
図

が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
は
金
軍
が
宋
に
対
し
て
大
規
模
な
出

兵
を
計
画
し
て
お
り
、
四
川
方
面
に
も
大
軍
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

こ
と
を
み
れ
ぱ
、
或
い
は
こ
れ
と
の
関
係
を
考
慮
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

秋
八
月
、
与
金
悪
、
始
遣
使
如
川
映
、
請
通
好
。
金
主
立
映
西
元
帥
府
、
不

欲
以
北
鄭
地
与
夏
、
粘
没
喝

(11
宗
翰
）
緊
兵
雲
中
、
将
取
川
映
。
乾
順
恐

其
図
、
已
挙
国
屯
境
上
備
之
、
並
遣
使
至
呉
玲
•
関
師
古
軍
中
、
請
通
好
。

（
『
西
夏
書
事
』
巻
三
四
・
紹
興
―
一
年
八
月
条
）

こ
れ
は
『
西
夏
書
事
』
に
の
み
見
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
明
確
に
で

は
な
い
も
の
の
、
金
軍
の
矛
先
が
西
夏
に
向
く
こ
と
を
恐
れ
る
王
の
態
度
が
伺
え
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
西
夏
は
金
に
服
属
し
て
い
た
と
は
い
え
、
金

八
、
天
脊
和
議
成
立
前
後
に
お
け
る
西
夏
の
動
向

斉
の
建
国
は
宋
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
と
同
時
に
、
西
夏
に
対
し
て
も
間
接
的

に
脅
威
を
与
え
ず
に
は
お
か
ず
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
宋
と
西
夏
の
曖
昧
な
形
で

の
関
係
修
復
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
と
は
、
充
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

は
四
川
の
呉
玲
の
軍
に
対
し
て
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
。

（
紹
興
）
四
年
十
二
月
、
呉
玲
奏
夏
国
数
通
書
、
有
不
忘
本
朝
意
。

（
『
宋
史
』
巻
四
八
六
•
夏
国
伝
下
）

(28) 

と
『
宋
史
』
な
ど
で
は
簡
単
に
述
べ
る
の
み
だ
が
、
こ
こ
で
も
『
西
夏
書
事
』
は

独
自
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

十
一
月
、
遣
使
如
川
映
、
請
伐
金
。

金
王
従
劉
豫
請
、
将
使
裔
里
哩
．
撻
悧
等
南
侵
、
映
西
都
統
粘
没
竿

(11
宗

翰
）
以
前
両
次
徴
兵
不
応
、
請
先
弱
夏
、
然
後
取
宋
。
乾
順
聞
之
、
遣
使
至

四
川
、
言
感
朝
廷
徳
意
願
助
兵
伐
金
。
呉
玲
以
聞
。

（
『
西
夏
書
事
』
巻
三
四
・
紹
興
四
年
十
一
月
条
）

実
際
に
宗
翰
が
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
金
に
よ
る

出
兵
要
請
に
つ
い
て
の
記
事
も
他
の
史
料
に
は
表
れ
ず
、
些
か
信
憑
性
に
欠
け
る

記
事
で
は
あ
る
。
だ
が
こ
の
時
期
、
金
斉
の
連
合
軍
が
大
挙
し
て
宋
に
侵
攻
し
て

お
り
、
―
一
年
前
と
同
様
こ
れ
が
西
夏
に
対
す
る
脅
威
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た

さ
ら
に
二
年
後
の
天
会
十

る。

拿
木
紹
興
四
．
―
-
三
四
）
年
十
一
月
に
も
西
夏

是
冬
…
…
夏
国
主
乾
順
遣
兵
渡
河
、
自
天
徳
軍
至
塔
坦
、
取
所
亡
馬
而
帰
、

不
仮
道
於
金
。
時
左
監
軍
薩
里
干

(II
撒
斑
喝
）
在
雲
中
、
不
敢
詰
。

方
面
に
お
い
て
も

軍
に
積
極
的
に
協
力
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
斉
の
成
立
以
後
は
む
し
ろ
軍
事

行
動
を
敢
行
す
る
な
ど
、
非
友
好
的
な
態
度
が
目
立
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
宋
に

対
し
て
は
当
初
敵
対
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
も
の
の
、
斉
が
建
国
さ
れ
て
以
後

は
使
者
の
往
来
を
行
う
な
ど
、
融
和
的
な
態
度
を
み
せ
な
が
ら
実
際
に
宋
軍
に
対

し
援
助
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
西
夏
は
金
宋
の
間
に
あ
っ
て
曖
昧
な
態

度
を
取
り
つ
つ
、
巧
み
に
両
端
を
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
嘗
て
宋
遼
間

に
あ
っ
て
西
夏
が
と
っ
て
き
た
伝
統
的
な
外
交
態
度
で
あ
る
が
、
そ
の
当
時
と
比

べ
て
も
極
端
に
揺
れ
動
い
た
各
国
間
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
領
土
拡
大
な
ど

の
成
果
を
挙
げ
得
た
の
は
、
ひ
と
え
に
国
王
李
乾
順
の
老
檜
な
政
治
手
腕
に
よ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
西
夏
の
態
度
は
金
宋
双
方
に
と
り
、
無
視
で
き
な

い
危
険
な
存
在
と
見
な
す
根
拠
と
な
っ
た
。
特
に
国
境
を
接
す
る
金
に
と
っ
て
は

軍
事
・
外
交
の
政
策
を
立
案
実
行
す
る
に
当
た
り
、
看
過
で
き
な
い
影
響
を
及
ぼ

で
は
天
脊
和
議
成
立
直
前
の
時
期
に
お
け
る
西
夏
の
動
向
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
斉
の
建
国
に
よ
っ
て
南
方
へ
の
領
土
拡
大
は
困
難
に
な

っ
て
い
た
西
夏
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
金
や
斉
の
支
配
が
弱
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

南
西
方
面
へ
の
領
土
拡
大
を
図
っ
て
い
た
。
ま
ず
天
会
十
四
（
―
-
三
六
）
年
七

月
に
西
寧
州
と
そ
の
周
辺
の
堡
塞
を
攻
め
取
り
、
翌
年
の
九
月
に
は
金
に
使
節
を

派
遣
し
て
西
寧
州
の
南
方
に
あ
る
積
石
•
楽
・
廓
の
三
州
（
い
ず
れ
も
青
海
省
）

(29) 

の
割
譲
を
要
求
し
、
首
尾
良
く
獲
得
に
成
功
し
て
い
る
。

一
方
、

い
っ
た
ん
西
夏
領
と
な
っ
た
後
、
金
の
領
土
と
な
っ
た
天
徳
•
雲
中
の

し
て
い
た
。
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に
府
州
は
西
夏
領
と
な
る
の
で
あ
る
。

金
領
で
あ
る
府
州
を
攻
め
取
っ
た
の
で
あ
る
。
府
州
は
五
代
末
よ
り
西
夏
と
同
じ

こ°t
 

（
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
〇
七
・
紹
興
六
年
条
）

(30) 

と
あ
る
よ
う
に
西
夏
軍
の
越
境
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
西
夏
側
の
行
為
に
対
し
、
従
来
で
あ
れ
ば
金
か
ら

強
硬
な
抗
議
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
の
申
し
入
れ

も
行
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
当
地
に
駐
留
し
て
い
た
撒
禽
喝
の
無
能

に
よ
る
も
の
と
断
じ
て
い
る
史
料
も
あ
る
が
、
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
西
夏
と

し
て
も
こ
の
よ
う
な
事
件
を
起
こ
す
に
当
た
っ
て
は
、
自
国
の
実
力
に
つ
い
て
あ

る
程
度
の
自
信
が
な
け
れ
ば
実
行
す
る
こ
と
は
な
い
と
断
言
し
て
よ
か
ろ
う
。

さ
ら
に
深
ま
る
自
信
を
背
景
に
西
夏
軍
は
更
な
る
軍
事
行
動
を
実
行
に
移
し

す
な
わ
ち
天
脊
和
議
成
立
直
後
の
天
脊
二

是
春
、
夏
人
乗
折
可
求
之
喪
、
陥
府
州
。
可
求
子
彦
文
摯
家
、
依
金
左
副
元

帥
魯
国
王
昌
(
I
I
撻
瀬
）
於
大
同
府
。
後
金
人
命
彦
文
知
代
州
。

（
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
―
―
一
七
・
紹
興
九
年
条
）

（
宋
紹
興
九
．
―
-
三
九
）
年
の
春
、

く
タ
ン
グ
ー
ト
系
の
折
氏
に
よ
り
中
原
の
王
朝
の
傘
下
に
あ
っ
て
代
々
支
配
さ
れ

(31) 

て
い
た
が
、
金
の
侵
攻
後
も
知
府
州
の
折
可
求
が
引
き
続
き
治
め
て
い
た
。
だ
が

天
会
十
五
（
宋
紹
興
七
•
一
―
―
二
七
）
年
に
そ
の
彼
が
金
の
政
争
に
巻
き
込
ま
れ

(32) 

て
毒
殺
さ
れ
、
当
時
の
府
州
は
権
力
の
空
白
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
情
報
を

掴
ん
だ
西
夏
が
、
容
易
に
陥
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
踏
ん
で
侵
攻
し
た
の
で
あ

る
。
対
す
る
金
は
国
内
事
情
の
故
か
、
こ
れ
に
何
ら
対
応
せ
ず
、
う
や
む
や
の
内

遼
の
滅
亡
を
契
機
に
始
ま
っ
た
西
夏
の
領
土
拡
大
政
策
は
、
こ
こ
に
い
た
っ
て

金
に
対
す
る
正
面
切
っ
て
の
軍
事
行
動
を
敢
行
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
西
夏
の
動

゜
ぷ
ノ 向

は
金
に
と
っ
て
今
や
看
過
し
得
な
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

九
、
西
夏
の
映
西
侵
入
と
そ
の
挫
折

こ
れ
ま
で
も
幾
度
か
触
れ
て
き
た
よ
う
に
天
脊
和
議
の
締
結
に
至
る
交
渉
が

徐
々
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
天
会
十
五
（
宋
紹
興
七
．
―
-
三
七
）
年
十
一
月
、

斉
が
廃
止
さ
れ
金
の
領
土
に
組
み
込
ま
れ
た
。
こ
れ
は
大
体
に
お
い
て
平
穏
裏
に

行
わ
れ
た
が
、
一
部
で
は
斉
兵
が
叛
乱
を
謀
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
そ
の
―
っ

に
同
州
で
起
こ
っ
た
次
の
よ
う
な
事
件
が
あ
る
。

斉
国
初
廃
、
元
帥
右
監
軍
撒
成
喝
、
馳
駅
撫
治
諸
郡
、
至
同
州
、
故
斉
観
察

使
李
世
輔
出
迎
、
陽
隊
馬
称
折
胄
、
昇
帰
。
撒
禽
喝
入
城
、
世
輔
詐
使
通
判

献
甲
、
以
壮
士
十
人
、
被
甲
上
庁
事
、
世
輔
自
壁
後
突
出
、
執
撒
禽
喝
。
骰

英
方
索
馬
子
外
、
変
起
倉
卒
、
不
得
入
。
城
門
已
閉
、
皆
有
兵
衛
、
至
東

門
、
合
苔
雅
領
騎
三
十
餘
、
与
殻
英
遇
、
遂
斬
門
者
出
。
而
世
輔
擁
衆
自
西

門
出
、
骰
英
与
合
苔
雅
襲
之
、
一
進
一
退
、
以
綴
世
輔
、
使
不
得
速
。
世
輔

慮
救
兵
至
、
乃
要
撒
禽
喝
与
之
盟
、
勿
使
追
之
。
留
撒
禽
喝
於
道
側
、
穀
英

識
其
声
、
与
騎
而
帰
。

（
『
金
史
』
巻
七
ニ
・
骰
英
伝
）

当
時
、
元
帥
右
監
軍
と
し
て
映
西
方
面
の
金
軍
を
統
べ
る
重
責
に
あ
っ
た
撒
腐
喝

が
人
質
に
な
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
事
件
で
あ
る
。
首
謀
者
で
あ
る
李
世
輔
は
紆

余
曲
折
の
後
に
南
宋
に
帰
順
し
て
、
高
宗
よ
り
顕
忠
の
名
を
賜
わ
り
南
宋
中
興
の

名
将
の
一
人
と
し
て
歴
史
に
名
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て

お
き
叛
乱
に
失
敗
し
た
彼
の
そ
の
後
を
『
宋
史
』
李
顕
忠
伝
に
よ
っ
て
見
て
み
よ

-45-



使
、
顕
忠
為
延
安
招
撫
使
、
時
紹
興
九
年
二
月
十
四
日
也
。

…
…
顕
忠

(II
李
世
輔
）
携
老
幼
長
駆
而
北
、
至
鄭
城
県
、
急
遣
人
告
永
奇

（
世
輔
の
父
）
。
永
奇
即
摯
家
出
城
、
至
馬
趙
谷
口
、
為
金
人
所
及
、
家
属
一
―

百
口
皆
遇
害
。
是
日
、
天
昏
大
雪
、
延
安
人
聞
之
、
皆
泣
下
。

顕
忠
僅
以
二
十
六
人
奔
夏
国
。
夏
人
問
故
。
顕
忠
泣
、
具
言
父
母
妻
子
之

亡
、
切
歯
疾
首
、
恨
不
即
死
、
願
得
二
十
万
人
、
生
檎
撒
里
局

(II
撒
禽

喝
）
、
取
映
西
五
路
子
夏
、
顕
忠
亦
得
報
不
共
戴
天
之
讐
゜

（
『
宋
史
』
巻
三
六
七
•
李
顕
忠
伝
）

李
世
輔
自
身
は
撒
禽
喝
の
首
を
手
土
産
に
宋
へ
の
亡
命
を
狙
っ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
結
局
は
西
夏
に
亡
命
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
金
に
対
し

あ
か
ら
さ
ま
に
敵
対
的
な
行
動
を
と
っ
た
人
物
を
西
夏
が
受
け
入
れ
た
こ
と
は
、

(33) 

従
来
の
西
夏
の
対
応
か
ら
考
え
て
極
め
て
異
例
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

西
夏
は
た
だ
受
け
入
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
驚
く
べ
き
行
動
を
と
る
。
先
の

引
用
史
料
の
続
き
の
部
分
を
見
て
頂
き
た
い
。

夏
主
曰
、
爾
能
為
立
功
、
則
不
斬
借
兵
。
時
有
酋
豪
号
青
面
夜
叉
者
、
久
為

夏
国
患
、
乃
令
顕
忠
図
之
。
請
一
―
―
千
騎
、
昼
夜
疾
馳
、
奄
至
其
帳
、
檎
之
以

帰
。
夏
主
大
悦
、
即
出
二
十
万
騎
、
以
文
臣
王
枢
、
武
臣
咽
訛
為
映
西
招
撫

（
『
宋
史
」
巻
三
六
七
•
李
顕
忠
伝
）

つ
ま
り
西
夏
は
李
世
輔
を
利
用
す
る
形
で
、
遂
に
延
安
方
面
へ
の
大
規
模
な
出
兵

を
敢
行
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
西
夏
軍
の
二
十
万
騎
と
い
う
の
は
大
幅
な
誇

張
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
が
、
目
的
か
ら
考
え
て
も
出
兵
の
規
模
が
大
き
か
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
西
夏
側
の
寄
せ
る
期
待
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
だ
が
西
夏
軍
が
延
安
に
到
達
し
た
紹
興
九
（
金
天
脊
一
一
．
―
-
三
九
）
年

(34) 

六
月
の
段
階
で
映
西
は
既
に
宋
に
対
し
て
割
譲
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
李

る。 よ、つ。

世
輔
が
王
枢
を
捕
ら
え
て
宋
に
降
っ
た
た
め
、
出
兵
は
西
夏
に
と
っ
て
は
全
く
の

失
敗
に
終
わ
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
李

世
輔
の
亡
命
と
は
関
係
な
く
当
時
の
西
夏
軍
に
は
既
に
大
規
模
な
出
兵
の
用
意
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
金
に
と
っ
て
西
夏
軍
は
現
実
の
脅
威
と

(35) 

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
西
夏
の
脅
威
を
感
じ
て
い
た
の
は
金
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
宋
と
て
も

同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
次
に
み
る
癌
冶
の
亡
命
事
件
を
み
て
も
容
易
に
理
解
で
き

朝
廷
以
河
南
•
映
西
賜
宋
、
（
張
）
中
学
以
官
守
随
例
当
留
関
中
。
熙
河
経

略
使
慕
泊
謀
入
夏
、
将
閾
関
•
映
、
（
張
）
中
彦
輿
環
慶
趙
彬
、
会
両
路
兵

討
之
、
市
敗
入
子
夏
。

（
『
金
史
』
巻
七
九
•
張
中
彦
伝
）

こ
れ
は
映
西
が
宋
に
割
譲
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
天
脊
二
（
宋
紹
興
九
•
一
―
―
―
―

(36) 

九
）
年
二
月
に
起
き
た
事
件
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
宋
か
ら
西
夏
、
さ

ら
に
金
に
亡
命
し
、
斉
の
建
国
と
と
も
に
斉
の
所
属
と
な
っ
て
い
た
慕
冶
は
、
旧

斉
領
と
と
も
に
宋
に
戻
っ
た
際
に
は
身
の
危
険
が
及
ぶ
と
考
え
、
ま
た
し
て
も
関

•
映
の
地
を
も
っ
て
西
夏
に
降
ろ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
企
て
は
張
中
彦

ら
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
、
結
局
は
身
―
つ
で
亡
命
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
西
夏
は
彼
を
も
受
け
入
れ
、
山
訛
首
領
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
必
ず

や
映
西
方
面
へ
の
勢
力
拡
大
の
た
め
の
布
石
で
あ
ろ
う
。
映
西
が
宋
の
領
有
に
帰

そ
う
と
も
酉
夏
の
領
土
拡
大
政
策
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

こ
う
し
た
西
夏
の
動
き
に
対
し
て
は
南
宋
政
府
に
お
い
て
も
警
戒
す
べ
き
だ
と

い
う
意
見
が
あ
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
領
土
割
譲
後
に
映
西
宣
諭
使
と
し
て
映
西
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ち
、
天
春
元
（
宋
紹
興
八
•
一

ず
映
西
ま
で
も
含
む
広
大
な
領
域
を
割
譲
す
る
と
い
う
過
度
の
譲
歩
を
し
て
ま
で

和
議
を
結
ん
だ
背
景
に
は
、
差
し
迫
る
西
夏
の
脅
威
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
わ
ず
か
二
年
足
ら
ず
の
う
ち
に
金
が
国
内
で
政
変
を
起
こ

付
け
る
も
の
で
あ
る
。

し
て
ま
で
和
議
を
破
棄
し
、
先
に
割
譲
し
た
領
土
の
奪
還
を
目
指
し
て
再
び
宋
に

侵
攻
を
開
始
し
た
の
は
、
国
王
の
死
を
き
っ
か
け
に
し
て
西
夏
の
脅
威
が
著
し
く

減
少
し
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
、
と
い
う
先
に
掲
げ
た
仮
説
を
強
く
裏

つ
ま
り
天
脊
和
議
の
成
立
と
崩
壊
の
背
後
に
は
、
西
夏
と

お

わ

り

に

゜

一
三
八
）
年
に
金
が
宋
に
対
し
、
河
南
の
み
な
ら

に
派
遣
さ
れ
た
周
串
は
帰
還
し
て
入
見
す
る
と

映
西
既
帰
、
得
地
数
千
里
、
得
兵
十
三
万
、
得
馬
二
万
、
有
四
塞
之
固
、
居

天
下
上
溜
、
可
謂
彊
盛
。
然
映
西
陥
偽
十
有
餘
年
、
城
池
不
修
、
器
甲
不

備
、
異
時
四
十
万
僅
支
一
隅
、
今
綾
十
三
万
而
夏
人
不
敢
侵
犯
者
、
以
金
人

精
兵
在
内
故
也
。
今
日
金
人
尽
去
、
土
地
闊
遠
、
雖
有
要
塞
、
其
実
甚
虚

（
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
三
ニ
・
紹
興
九
年
九
月
甲
辰
条
）

と
述
べ
て
西
夏
の
脅
威
に
備
え
る
よ
う
上
言
し
て
い
る
。
西
夏
は
金
だ
け
で
な
く

宋
に
お
い
て
も
脅
威
と
見
な
さ
れ
る
存
在
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

そ
の
西
夏
に
異
変
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
が
崇
宗
李
乾
順
の
死
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
崇
宗
李
乾
順
の
時
代
、
西
夏
は
一
貰
し
て
領
土
拡

大
を
目
指
し
て
き
た
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
く
、
し
か
も
そ
の
矛
先
は
宋
に

対
し
て
だ
け
で
な
く
、
金
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
す
な
わ

注(
1
 

ほ
ぼ
同
時
期
に
な
る
の
で
あ
る
。

い
う
金
・
宋
の
双
方
に
と
っ
て
脅
威
と
な
り
う
る
存
在
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
李
乾
順
の
死
を
き
っ
か
け
に
起
こ
っ
た
、
そ
の
後
の
西
夏
国
内
に
お
け
る

混
乱
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
国
内
の
安
定
を

優
先
せ
ざ
る
を
得
な
い
西
夏
は
、
対
外
積
極
策
を
放
棄
し
金
と
の
通
商
を
基
盤
と

し
た
友
好
関
係
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
金
と
西
夏
と
の
実
質
的
な

友
好
関
係
の
樹
立
は
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
遅
く
、
仁
宗
李
仁
孝
の
時

代
、
特
に
金
か
ら
権
場
の
設
置
を
認
め
ら
れ
た
皇
統
元
（
宋
紹
興
十
一
．
―
-
四

-
）
年
正
月
以
後
で
あ
り
、
金
宋
関
係
に
画
期
的
な
転
機
と
な
っ
た
皇
統
和
議
と

金
の
興
起
し
た
十
二
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
東
ア
ジ

ア
世
界
に
あ
っ
た
遼
•
宋
を
頂
点
と
す
る
国
際
秩
序
の
再
編
が
開
始
さ
れ
る
時
期

で
あ
り
、
各
国
・
各
勢
力
間
の
角
逐
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
お
け
る
腐
藤
が

互
い
に
連
鎖
し
あ
っ
て
、
状
況
は
二
転
三
転
し
た
。
そ
し
て
そ
の
再
編
の
一
段
落

と
な
る
の
が
皇
統
和
議
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
に

あ
っ
て
は
、
金
や
宋
の
み
な
ら
ず
西
夏
•
高
麗
な
ど
に
つ
い
て
も
国
内
問
題
と
対

外
関
係
が
密
接
な
関
わ
り
合
い
を
持
っ
て
お
り
、
一
国
や
一
一
国
の
間
だ
け
で
説
明

で
き
る
問
題
は
極
め
て
少
な
い
。
天
脊
和
議
の
領
土
割
譲
を
め
ぐ
る
問
題
も
決
し

て
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
国
間
関
係
の
考
察
を
通
じ
て
の
み
解
明
し
う

る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
―
一
次
の
和
議
、
天
脊
元
（
―
-
三
八
）
年
の
和
議
（
以

下
、
天
脊
和
議
）
と
皇
統
一
一
（
―
-
四
二
）
年
の
和
議
（
以
下
、
皇
統
和
議
）

は
従
来
、
前
者
の
和
議
を
無
視
し
て
後
者
の
み
を
紹
興
和
議
な
い
し
金
宋
の
第

一
次
和
議
と
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
ぞ
れ
紹
興
八
年
、
同
十
―
一
年
の
和
議
な
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い
し
第
一
次
、
第
二
次
紹
興
和
議
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
金
の

年
号
で
表
記
を
統
一
す
る
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
「
熙
宗
皇
統
年
間
に
お
け
る
宋
と
の
講
和
」
（
『
金
朝

史
研
究
』
東
洋
史
研
究
会
一
九
六
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
他
に
も
こ
の

間
の
経
緯
に
つ
い
て
触
れ
た
論
文
は
多
い
。

張
星
久
「
試
論
紹
興
九
年
金
人
帰
還
陳
西
、
河
南
的
原
因
」
（
『
宋
史
研
究
論
文

集
』
浙
江
人
民
出
版
社
一
九
八
七
年
）
、
呉
泰
「
試
論
金
国
帰
宋
河
南
、
映
西

地
区
的
目
的
」
（
『
中
国
史
研
究
』
一
九
八
五
l

―
―
-
）
、
趙
永
春
「
金
国
帰
宋
河

南
、
映
西
地
目
的
新
探
」
（
『
北
方
文
物
』
一
九
九

o_-）。

注

(
2
)
に
掲
げ
た
論
文
に
よ
る
。
以
下
に
つ
い
て
も
同
様
。

交
渉
の
経
緯
に
つ
い
て
は
外
山
軍
治
「
黄
河
河
道
を
饒
る
金
宋
交
渉
」
（
『
東
洋

史
研
究
』
ニ
ー
四
）
に
詳
し
い
。

『
金
史
』
巻
四
・
熙
宗
本
紀
。

『
宋
史
」
巻
四
八
六
•
夏
国
伝
下
。
但
し
『
西
夏
書
事
』
巻
一
三
九
・
紹
興
九
年
六

月
条
で
は
年
五
十
六
と
す
る
。

任
得
敬
は
も
と
宋
の
西
安
州
通
判
で
靖
康
元
（
一
―
―
一
六
）
年
九
月
に
西
安
州

が
西
夏
に
攻
め
ら
れ
た
際
に
民
を
率
い
て
降
り
権
知
州
と
な
っ
て
い
た
が
、
紹

興
七
（
―
-
三
七
）
年
に
娘
が
崇
宗
李
乾
順
の
妃
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
静
州
防

禦
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
翌
年
、
娘
が
后
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
静
州
統
軍
と

な
っ
て
い
た
。
叛
乱
鎮
圧
を
き
っ
か
け
に
西
夏
に
お
け
る
影
響
力
を
増
し
て
い

っ
た
任
得
敬
は
西
夏
仁
宗
朝
に
お
け
る
並
ぶ
者
な
き
独
裁
者
と
な
っ
た
が
、
後

に
南
宋
と
結
ん
で
王
位
纂
奪
を
謀
る
も
失
敗
し
金
の
大
定
十
（
一
―
七
0
)
年

誅
殺
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
佐
藤
貴
保
「
十
―
一
世
紀
後
半
に
お
け
る
西
夏
と
南
宋

の
通
交
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
―
―
―
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
金
史
」
巻
四
・
熙
宗
本
紀
及
び
巻
一
三
四
•
西
夏
伝
。

西
夏
か
ら
派
遣
さ
れ
た
告
哀
使
が
金
の
朝
廷
に
到
着
し
た
の
は
同
年
十
月
癸
酉

の
こ
と
で
あ
る
（
『
金
史
』
巻
四
・
熙
宗
本
紀
、
及
び
巻
六
十
•
交
聘
表
上
）
。

だ
が
、
こ
の
時
期
に
公
式
の
外
交
ル
ー
ト
以
外
に
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
く
、
遅
く
と
も
一
月
後
に
は
金
に
も
国
王
死
去
の
報
は
伝
わ
っ

て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
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こ
れ
に
関
し
て
は
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
―
二
五
・
紹
興
九
年
正
月
丙
申

条
に
李
心
伝
が
興
味
深
い
注
を
附
し
て
い
る
。
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
と
次
の

通
り
。
「
天
脊
二
年
正
月
十
五
日
、
金
中
裸
書
云
、
達
賓
元
帥
同
四
太
子
提
重
兵

来
廃
劉
豫
、
未
敢
明
言
割
地
事
、
尚
称
欲
自
有
之
、
任
張
孝
純
為
行
台
丞
相
、

放
赦
寛
憧
、
以
鼓
惑
聾
盲
。
先
次
計
置
般
運
努
蔵
、
尽
数
過
河
、
次
遣
張
通
古

．
簾
哲
来
、
皆
是
元
議
定
事
。
初
約
侯
篇
・
張
奉
使
回
、
見
得
可
否
、
方
於
河

南
出
示
割
界
文
字
。
忽
於
今
年
正
月
間
、
狭
西
帥
司
申
報
、
夏
国
大
軍
圧
境
、

井
密
封
夏
国
榜
来
、
時
四
太
子
方
在
東
京
、
慮
背
腹
受
敵
、
幾
於
失
措
、
大
急

先
発
割
界
文
字
、
前
往
映
西
、
方
解
其
事
。
此
事
他
書
皆
無
之
、
疑
与
李
世
輔

相
関
、
姑
附
此
候
孜
。
」
こ
こ
に
引
か
れ
た
『
金
中
裸
書
』
の
内
容
に
は
史
実
と

し
て
信
じ
が
た
い
部
分
が
多
く
、
こ
の
記
述
を
全
面
的
に
事
実
と
し
て
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
筆
者
は
本
稿
で
挙
げ
た
仮
説
に
関
連
し
て
、
後
半
部

分
の
記
述
、
す
な
わ
ち
西
夏
軍
の
動
き
を
み
て
四
太
子
（
宗
弼
）
が
映
西
の
割

地
作
業
を
急
が
せ
た
と
い
う
記
述
に
注
目
し
た
い
。
な
お
李
世
輔
の
活
動
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。

西
夏
・
遼
•
宋
の
関
係
に
つ
い
て
は
田
村
実
造
『
中
国
征
服
王
朝
の
研
究

（
上
）
』
（
東
洋
史
研
究
会
一
九
六
七
年
）
第
四
章
「
遼
朝
を
め
ぐ
る
国
際
関

係
」
に
詳
し
い
。

『
遼
史
』
巻
―
―
五
・
ニ
国
外
記
・
西
夏
の
記
述
に
よ
る
と
、
寿
昌
六
(
―

1
0

0
)
年
十
一
月
、
乾
統
一
―
(
―

I

O
 

I
 

1)

年
、
乾
統
三
(
―

-
0
三
）
年
の
三

度
に
わ
た
っ
て
降
嫁
を
請
う
て
い
る
。

『
遼
史
」
巻
二
七
・
天
詐
皇
帝
本
紀
一
。
な
お
成
安
公
主
は
遼
滅
亡
後
ま
も
な
く

の
天
会
三
年
九
月
に
死
去
し
て
い
る
（
『
西
夏
書
事
」
巻
三
一
―
-
）
。

『
金
史
』
巻
七
一
・
斡
魯
伝
、
巻
七
―
一
・
婁
室
伝
、
巻
ニ
二
四
•
西
夏
伝
な
ど
。

『
遼
史
』
巻
一
一
九
・
天
詐
皇
帝
紀
三
、
保
大
三
年
五
月
乙
卯
お
よ
び
六
月
条
。
他

に
『
西
夏
書
事
」
巻
三
三
等
に
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

『
三
朝
北
盟
會
編
』
政
宣
上
峡
一
―
五
。
『
宋
史
」
巻
四
八
六
•
夏
国
伝
下
な
ど
に

も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
ま
た
『
宋
史
』
に
は
天
会
五
（
一
―
―
一
七
）
年
九
月

に
宗
弼
が
同
様
に
出
兵
要
請
の
使
者
を
派
遣
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

『
西
夏
書
事
」
巻
三
―
―
―
・
宣
和
七
年
八
月
条
の
記
事
に
よ
る
。
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『
西
夏
紀
』
巻
二
三
。

『
西
夏
紀
』
巻
二
三
で
は
こ
の
事
件
を
一
二
月
条
に
繋
げ
て
い
る
が
、
『
金
史
』
巻

三
•
太
宗
本
紀
、
天
会
五
年
五
月
条
の
「
婁
室
降
解
・
経
•
隠
•
石
•
河
中
・

計
嵐
・
寧
化
・
保
徳
・
火
山
諸
城
。
」
と
い
う
記
載
か
ら
見
て
、
三
月
中
の
こ
と

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
「
西
夏
書
事
』
の
記
事
に
従
う
。

『
金
史
」
巻
三
•
太
宗
本
紀
に
よ
る
と
、
折
可
求
の
降
伏
は
天
会
七
年
二
月
戊

辰
、
晋
寧
の
最
終
的
な
陥
落
は
同
月
庚
午
の
こ
と
で
あ
る
。

斉
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
外
山
軍
治
「
劉
豫
の
斉
国
を
中
心
と
し
て
み

た
金
宋
交
渉
」
（
『
金
朝
史
研
究
」
所
収
）
に
詳
し
い
。
以
下
、
基
本
的
に
は
こ

れ
に
よ
る
。

ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
『
金
史
』
巻
一
三
四
•
西
夏
伝
に
も
あ
る
が
、
地
名
な
ど

が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

慕
浩
は
『
宋
史
」
『
金
史
』
と
も
に
伝
の
な
い
人
物
で
あ
る
が
、
『
宋
史
」
に
は

一
部
、
「
慕
容
泊
」
と
い
う
表
記
で
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
「
慕
」
と
い

う
姓
が
他
の
史
料
に
表
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
来
は
「
慕
容
」
が
正
し
い
と
思

わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
大
部
分
の
史
料
の
表
記
に
従
っ
て
お
く
。

当
時
、
西
夏
に
帰
附
し
よ
う
と
す
る
者
は
多
か
っ
た
が
、
西
夏
は
こ
れ
ら
を
無

制
限
に
受
け
人
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
西
夏
に
帰
附
し
よ
う
と
し
た
段
階

で
既
に
金
と
敵
対
的
な
行
動
を
取
っ
て
い
た
者
は
、
ほ
ぽ
例
外
な
く
拒
否
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
慕
泊
の
場
合
は
富
平
の
戦
い
に
参
加
し
て
い
た
か
不
明

で
あ
る
が
、
参
加
し
て
い
た
と
し
て
も
、
西
夏
に
降
っ
た
の
は
宋
の
戦
後
の
処

置
に
不
満
な
い
し
不
安
を
抱
い
た
か
ら
で
、
金
軍
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
か
ら
で

は
な
い
。
天
会
八
(
―
ニ
―
1
0
)
年
に
熙
州
の
守
将
で
あ
っ
た
宋
の
劉
惟
輔

が
、
天
会
十
（
―
-
三
一
―
)
年
に
金
の
耶
律
余
賭
が
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
既
に
金
に
敵
対
的
な
行
動
を
取
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
見
る
限
り
、
こ
の
時
期
の
西
夏
が
金
の
実
力
を
憚
っ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

『
大
金
弔
伐
録
』
に
も
同
文
が
見
ら
れ
る
。

外
山
軍
治
「
劉
豫
の
斉
国
を
中
心
と
し
て
み
た
金
宋
交
渉
」
（
『
金
朝
史
研
究
』
）

第
三
章
第
二
節
。
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同
様
の
記
事
が
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
八
―
―
-
・
紹
興
四
年
十
二
月

T
酉
条

に
も
あ
る
。

『
西
夏
書
事
』
巻
一
二
四
・
紹
興
六
年
七
月
条
お
よ
び
同
巻
一
二
五
・
紹
興
七
年
九
月

条
。
そ
の
他
、
『
金
史
』
巻
七
八
•
劉
筈
伝
に
も
関
連
の
記
事
が
あ
る
。

同
様
の
記
事
は
『
中
興
小
紀
』
巻
二

0
、
『
大
金
国
志
』
巻
九
な
ど
に
も
見
え

る。折
氏
及
び
府
州
に
つ
い
て
は
畑
地
正
憲
「
五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に

つ
い
て
」
（
『
史
淵
』
―

I

0
)

「
宋
代
に
お
け
る
麟
府
路
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史

研
究
』
五
一
ー
三
）
及
び
国
方
久
史
「
府
州
折
氏
一
族
の
系
譜
と
事
績
」
（
『
吉

備
国
際
大
学
研
究
紀
要
』
一
）
に
詳
し
い
。

外
山
軍
治
「
劉
豫
の
斉
国
を
中
心
と
し
て
み
た
金
宋
交
渉
」
（
『
金
朝
史
研
究
』
）

補
注
十
二
を
参
照
。

注

(25)
参
照
。

『
西
夏
書
事
」
巻
一
二
五
で
は
五
月
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
『
建
炎
以
来
繋
年
要

録
』
巻
―
二
九
の
記
事
に
よ
り
六
月
と
す
る
。

注

(11)
参
照
。

『
西
夏
書
事
』
巻
一
二
五
の
記
事
に
よ
る
。

（
関
西
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
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